
管内の概要                        （平成２８年４月現在） 

当事務所は、伊勢市、鳥羽市、志摩市、度会郡（玉城町、度会町、大紀町、南伊

勢町）の３市１郡の７市町が管内となっています。 

 

農 業 

農業については、総農家戸数7,027戸（県全体の13.4%）、耕地面積7,764ha

（県全体の12.9%）で経営規模は1戸当たり1.10haで、県平均1戸当たり1.16haと

ほぼ同じです。 

地域は宮川下流域の平坦地帯、宮川上流域の中山間地帯、志摩半島及び熊野灘

沿岸地帯の三つに大別されます。 

 

１ 平坦地帯は伊勢市、玉城町からなり、ほ場整備等土地基盤の整備が進んでいるこ

とから、稲作を主体に野菜、果樹、畜産等の多様な農業経営が行われ、経営規模も

大きく管内では農業の中心となっています。 

なお、宮川用水により地域のかんがい用水は確保されてきましたが、営農形態の変

化や施設の老朽化に伴う用水不足に対応するため、国営宮川用水第二期事業に合

わせ再整備が進められています。 

２ 中山間地帯は度会町、大紀町からなり、林野が大半を占め、耕地面積は少ないが、

度会町を中心とした畑地帯における良質茶の生産、松坂肉の生産地としての肉牛生

産など特産農作物が生産されています。 

とりわけ、茶の省力栽培を推進するため、経営構造対策事業による施設整備の取

組をすすめ、また、大内山酪農農業協同組合では県内の約5割以上の牛乳を生産

処理加工し、生協取引による安定した産直を行うなどモデル的な取り組みが展開され

ています。 

なお、山間部においても、ほ場整備事業、中山間地域総合整備事業、山振事業

等により土地基盤整備や近代化施設が整備され、稲作を中心とする地域農業が展

開されています。 

３ 志摩半島及び熊野灘沿岸地帯は鳥羽市、志摩市、南伊勢町からなり、一時期は

農業生産意欲の減退、農地の荒廃も目立っていましたが、近年、地域農業振興の気

運が高まり、遅れていた土地基盤の整備及び近代化施設の整備が進められていま

す。 

また、耕作放棄地の解消、環境保全型農業への取り組みが進められています。 



志摩市を中心とするいちご、きんこ、みつばの生産及び温暖な気候条件を活かした

ブランド米生産など特色ある農業生産が行われており、南伊勢町のみかん、志摩市の

南張メロンは地域特産物として市場でも高く評価されています。 

 

森林・林業 

管内の森林面積は、81,920haで県内森林面積の 22％を占め、このうちの 99％が民

有林です。スギ、ヒノキを中心に 40,052ha の人工林が造成されていますが、その人工林

率は 49％と県内平均 62％を大きく下回っています。 

管内の森林は、水系や森林の活用状況などの特徴から３つのエリアに区分することがで

きます。 

 

  １ 宮川流域地域〔伊勢市、玉城町、度会町、大紀町〕 

  当地域の民有林面積は 44,774ha で、隣接する尾鷲林業、飯高林業地に比べ

育成林業としては後発地域ですが、人工林率は 64％と県内平均を上回っており、管

内では林業が盛んな地域で、スギ、ヒノキの成熟しつつある豊富な資源を有しています。

特に、度会町、大紀町は、旺盛な生産活動が営まれ管内の林業の中心地となってい

ます。しかし、近年の長期的な林業不振により、柱材を目標とした施業から長伐期大

径材生産へと移行してきています。 

  ２ 熊野灘沿岸地域〔南伊勢町〕  

  当地域の民有林面積は 20,647haで、人工林率は 37％（県内平均 62％）と

低く、林業活動は区有林、町有林等の造林地が中心となっています。この地域の森林

は、リアス式海岸と調和して美しい自然景観を形成し、一部が「伊勢志摩国立公園」

に指定されています。 

  ３ 志摩半島地域〔鳥羽市、志摩市〕 

  当地域の民有林面積は 16,592ha で、人工林率も 24％と低く林業活動も低調

な地域ですが、優れた自然景観を有していることから区域面積の殆どが「伊勢志摩国

立公園」に指定されており、森林は重要な観光資源となっています。 

 

三重県では、森林の持つ機能に応じ「生産林」と「環境林」に区分し、その区分に応じて

必要な施策を実施しています。管内の「生産林」は 31 千 ha（38％）、「環境林」は 50

千 ha（62％）で「生産林」では、森林所有者等が行う植林や間伐など年間 1,700ha

前後の森林整備が行われています。管内では、生椎茸、ハタケシメジ、シキミ、サカキ等の

特用林産物生産が行われており、木炭、シキミの生産量は、いずれも県内年間生産量の



50％以上を占めています。 

一方、「環境林」では、森林所有者と市町等で「環境林づくり協定」を締結した森林を対

象に、全額公費で施業を行い、以後２０年間は針広混交林の造成を目標に公的な管

理を行っています。 

平成18年度以降は、「三重の森林づくり基本計画」に基づき、適正な間伐の実施や県

産材の利用拡大など各種施策を講じつつ、地域の森林・林業、木材産業の振興に取り組

んでいるところです。 

 

水 産 

 管内の沿岸域は、遠浅の砂浜が広がる伊勢湾、離島や岩礁域が点在する伊勢湾口、リ

アス式海岸の複雑な地形が特徴的な志摩半島や熊野灘海域など変化に富み、地域の漁

場特性を生かして多種多様な漁業が営まれています。沿海市町である伊勢市、鳥羽市、

志摩市、南伊勢町、大紀町の3市2町にまたがる710kmに及ぶ海岸線には42の漁港を

有し、漁業の水揚げ基地として利用されているほか、地域の経済や生活の拠点として、また

暴風雨時の避難港として、重要な役割を担っています。 

 この地域の漁業勢力は、漁船数8,337隻（海面：県全体の70.1%）、生産量144

千トン（同69.0%）と全県シェアが高く、県内でも有数の漁業生産地帯を形成しており、

特にイセエビ、アワビ等の高級魚介類や装飾品として人気の高い真珠は全国的に有名であ

り、本県の重要な観光資源となっています。 

 主な漁業種類と生産物を地域別にみると、 

 

１ 伊勢市から鳥羽市北部では、船びき網、小型底びき網、一本釣、刺網、採貝、のり

養殖などが営まれ、イカナゴ、イワシ、カレイ、アサリ、黒ノリ等が生産されています。 

２ 鳥羽市南部から志摩市の海域は、外海では一本釣、延縄、定置網、採貝藻（海

女等）が営まれ、内湾ではリアス式海岸の入り江を利用して、真珠養殖、のり養殖、

かき養殖などが行われています。この地域の生産物は、カツオ、アジ、サバ、イワシ、マダ

イ、トラフグ、ブリ、イセエビ、カキ、アワビ、青ノリ、真珠など種類が豊富であり、特に真

珠は、英虞湾を中心に全県生産量の88%に当たる4.5トンが生産されています。 

３ 南伊勢町から大紀町に至る熊野灘海域は、中型まき網漁業により、イワシ、アジ、

サバ等の回遊性魚類が多く漁獲され、特に旧南島町の奈屋浦漁港は県内有数の中

型まき網の水揚げ基地として知られています。 

また内湾では、マダイ、真珠、青ノリ等を対象とした養殖業が営まれています。 

 



 しかし近年では、漁業資源の減少、漁場環境の悪化、魚価の低迷等、漁業を取り巻く

状況は依然として厳しく、加えて漁業経営体数の減少や漁業者の高齢化が進行するなど、

漁業生産力や漁村地域の活力低下が懸念されています。 

 このような厳しい環境の中、漁業生産量を安定的に維持し、消費者に対して安全で安

心な水産物を提供していくため、魚が住みやすい漁場環境づくり、安定した生産基盤の確

立、生活者にとって魅力のある漁村づくり、活力ある漁業後継者の育成等を進めているとこ

ろです。 

 このため、漁業者自らが生産物の価値を高め、ブランド品として地位を確立することにより

地域の活性化に寄与しようとする動きが活発となり、平成26年、新たに「岩がき」が三重ブ

ランドとして認定されました。また、漁業者自らが加工・販売を行うことで収益性を向上させ、

漁家経営を安定させる取り組みが広がるとともに、漁業者や地域住民による藻場・干潟の

維持・管理等の保全活動が行われています。 

今後は、このような生産者自身の積極的な活動と連携しながら、漁村の生活に必要な

生産基盤や環境整備を総合的に進めていくこととしています。 


